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       平成２０年第２回西予市議会臨時会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２０年５月２６日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２０年５月２６日 

          午前１０時３０分 

１．閉     会 平成２０年５月２６日 

          午後 ２時５８分 

１．出 席 議 員        

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  角 藤 和 幸 

 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  炭 倉 貞 明 

   教 育 部 長  森   精 一 

   明浜総合支所長  高 岡 和 廣 

   野村総合支所長  西 田 光 和 

   城川総合支所長  清 水 享 司 

   三瓶総合支所長  芝   則 重 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  上 甲 憲 章 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  上 田 甚 正 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 １ 仮議席の指定 

 ２ 選挙第 １号 議長の選挙 

追加 議席の指定 

   会議録署名議員の指名 

  （１番 兵頭 竜、２番 二宮一朗） 

   会期の決定 

  （５月２６日 １日間） 

   選挙第 ２号 副議長の選挙 

   常任委員の選任について 

   議会運営委員の選任について 

   選挙第 ３号 八幡浜・大洲地区広域市町 

          村圏組合議会議員選挙 

   選挙第 ４号 南予水道企業団議会議員選 

          挙 

   選挙第 ５号 愛媛県後期高齢者医療広域 

          連合議会議員選挙 

   選挙第 ６号 西予市選挙管理委員会委員 

          及び補充員選挙 

   承認第 １号 専決処分第１号の承認を求 

          めることについて（平成１ 

          ９年度西予市一般会計補正 

          予算（第８号）） 
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   承認第 ２号 専決処分第２号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          病院事業使用料及び手数料 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について） 

   承認第 ３号 専決処分第３号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          税条例の一部を改正する条 

          例制定について） 

   承認第 ４号 専決処分第４号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          国民健康保険税条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て） 

   議案第７３号 西予市公平委員会委員の選 

          任について 

   議案第７４号 西予市監査委員の選任につ 

          いて 

   議案第７５号 西予市監査委員の選任につ 

          いて 

   議案第７６号 西予市副市長の選任につい 

          て 

   議案第７７号 西予市教育委員会委員の任 

          命について 

   議案第７８号 西予市教育委員会委員の任 

          命について 

   議案第７９号 西予市固定資産評価員の選 

          任について 

   議会運営委員会における閉会中の継続審査 

   について 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 仮議席の指定 

 ２ 選挙第 １号 議長の選挙 

追加 議席の指定 

   会議録署名議員の指名 

   会期の決定 

   選挙第 ２号 副議長の選挙 

   常任委員の選任について 

   議会運営委員の選任について 

   選挙第 ３号 八幡浜・大洲地区広域市町 

          村圏組合議会議員選挙 

   選挙第 ４号 南予水道企業団議会議員選 

          挙 

   選挙第 ５号 愛媛県後期高齢者医療広域 

          連合議会議員選挙 

   選挙第 ６号 西予市選挙管理委員会委員 

          及び補充員選挙 

   承認第 １号 専決処分第１号の承認を求 

          めることについて（平成１ 

          ９年度西予市一般会計補正 

          予算（第８号）） 

   承認第 ２号 専決処分第２号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          病院事業使用料及び手数料 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について） 

   承認第 ３号 専決処分第３号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          税条例の一部を改正する条 

          例制定について） 

   承認第 ４号 専決処分第４号の承認を求 

          めることについて（西予市 

          国民健康保険税条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て） 

   議案第７３号 西予市公平委員会委員の選 

          任について 

   議案第７４号 西予市監査委員の選任につ 

          いて 

   議案第７５号 西予市監査委員の選任につ 

          いて 

   議案第７６号 西予市副市長の選任につい 

          て 

   議案第７７号 西予市教育委員会委員の任 

          命について 

   議案第７８号 西予市教育委員会委員の任 

          命について 

   議案第７９号 西予市固定資産評価員の選 

          任について 

   議会運営委員会における閉会中の継続審査 

   について 



 

－3－ 

  開会 午前１０時３０分 

○九鬼事務局長 おはようございます。私、議会

事務局長の九鬼と申します。 

 本臨時会は、一般選挙後の初議会でありますの

で、議長が選挙されますまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により出席議員の中で年長議員が

臨時に議長の職務を行うことになっております。

年長の坂本隆重議員をご紹介申し上げます。 

○臨時議長 私、ただいまご紹介されました坂本

でございます。地方自治法１０７条の規定により

臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 ただいまから平成２０年第２回西予市議会臨時

会を開会いたします。 

 市長から、今臨時会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

○三好市長 平成２０年第２回西予市議会臨時会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 このたび議員各位におかれましては、先般執行

されました市議会議員選挙におきまして、市民の

期待を担ってめでたくご当選の栄に浴され、本日

ここに初の議会を開会する運びになりましたこと

は、市政のためにまことにご同慶にたえない次第

でございます。 

 私も無投票当選を得て本市の市長に選ばれ、今

後４年間皆さんとともに西予市をおあずかりする

ことになりました。今後は、この私に課されまし

た重責を果たすため、全力を挙げてまいりたいと

存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 さて、本臨時会におきましては、平成１９年度

西予市一般会計補正予算外３件の専決処分の報告

と、人事案件付議案３件につきましてご審議をお

願い申し上げるものでございます。諸議案の内容

につきましては、後ほどご説明いたしますので、

何とぞ慎重審議をいただき、それぞれご承認、ご

決定を賜りますようお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、招集のあいさつとさせていた

だきます。どうかよろしくお願いを申し上げま

す。 

○臨時議長 次に、理事者及び職員の自己紹介を

自席にて順次お願いいたします。 

○別宮副市長 おはようございます。 

 副市長の別宮靜でございます。どうかよろしく

お願いをいたします。 

○三好副市長 第２副市長の三好藤治といいま

す。三瓶町の出身でございます。どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

○二宮教育長 教育長の二宮宇明と申します。よ

ろしくお願いします。 

○角藤会計管理者 失礼いたします。４月の人事

異動で会計管理者を拝命いたしました角藤和幸と

いいます。野村町出身です。どうかよろしくお願

いいたします。 

○清水総務企画部長 失礼をいたします。私は三

瓶町出身で、総務企画部長を務めております清水

忠夫でございます。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

○炭倉生活福祉部長 失礼いたします。４月の人

事異動で生活福祉部長を拝命いたしました炭倉貞

明いいます。出身は宇和町です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○安藤産業建設部長 明浜町出身の産業建設部長

の安藤芳夫でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○森教育部長 失礼します。教育部長の森精一で

ございます。４月１日の人事異動で拝命いたしま

した。よろしくお願いいたします。宇和町出身で

ございます。 

○中野消防本部消防長 西予市消防本部の消防長

の中野竹夫といいます。出身は野村町でございま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

○高岡明浜総合支所長 ４月の異動で明浜総合支

所長を拝命いたしました高岡和廣と申します。俵

津の出身です。よろしくお願いします。 

○西田野村総合支所長 失礼いたします。４月の

異動で野村総合支所長の西田光和と申します。ど

うかよろしくお願いいたします。 

○清水城川総合支所長 おはようございます。４

月１日の異動で城川総合支所長を拝命しました清

水享司です。よろしくお願いします。 

○芝三瓶総合支所長 失礼いたします。４月の異

動で三瓶総合支所長を拝命することになりました

芝則重と申します。よろしくお願いします。出身

は宇和です。 

○上甲総務課長 失礼いたします。４月の異動に

よりまして総務課長を拝命いたしました上甲憲章

でございます。出身は宇和町稲生でございます。

よろしくお願いいたします。 
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○河野財政課長 失礼をいたします。財政課長の

河野敏雅と申します。出身は宇和町でございま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

○上田企画調整課長 失礼いたします。４月から

企画調整課長を務めております上田甚正といいま

す。明浜町田之浜の出身でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○池畠監査委員 監査委員の池畠賢治と申しま

す。よろしくお願いします。 

○臨時議長 これより本日の会議を開きます。 

  （日程１） 

○臨時議長 まず、日程第１、仮議席の指定を行

います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

  （日程２） 

○臨時議長 次に、日程第２、選挙第１号「議長

の選挙」を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○臨時議長 ただいまの出席議員は２４名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人

に兵頭勇君、藤井朝廣君、山本昭義君の３名を指

名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

  （投票用紙配付） 

○臨時議長 念のため申し上げます。投票は単記

無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

  （投票箱点検） 

○臨時議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が仮議席番号と指名を呼び上げますの

で、順番に投票願います。 

  （点呼・投票） 

○臨時議長 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 兵頭勇君、藤井朝廣君、山本昭義君、開票の立

ち会いをお願いします。 

  （開  票） 

○臨時議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数 ２４票 

 これは先ほどの出席議員の数と一致いたしてお

ります。 

 有効投票 ２４票 

 無効投票  ０票 

 有効投票中 

  梅川光俊君 １５票 

  大竹忠盛君  ９票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は６票です。したがっ

て、梅川光俊君が議長に当選されました。 

 議場の開鎖を命じます。 

  （議場開鎖） 

○臨時議長 ただいま議長に当選された梅川光俊

君が議場におられます。会議規則第３２条第２項

の規定によって当選の告知をします。 

 梅川光俊君。ごあいさつをお願いいたします。 

○２０番梅川光俊君 議会議長に当選をさせてい

ただきました梅川光俊でございます。一言だけご

あいさつを申し上げます。 

 基本的に物の考え方として、原点は市民であり

ますし、議会は情報公開が原点、原則、あと議長

として議会をまとめていく役、それから理事者と

議会とのパイプ役、それから住民福祉、中山間地

の振興活性化、このことを一生懸命やっていきた

いと思っております。そういうことで、皆様のご

指導をよろしくお願いをして、簡単ですがあいさ

つとします。よろしくお願いをいたします。あり

がとうございました。 

○臨時議長 梅川議長、議長席にお着き願いま

す。 

○議長 それでは、暫時休憩をいたします。（休

憩 午前１０時５４分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

５５分） 

 議長において作成しました議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、これより議席の指

定を行います。 

 議席は、会議規則第４条の規定により議長にお

いて指定をいたします。 
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 議員諸君の氏名と議席の番号を事務局長に朗読

いたさせます。 

○九鬼事務局長 １番兵頭竜君、２番二宮一朗

君、３番兵頭学君、４番明智祥勝君、５番井上勲

君、６番小野正昭君、７番松山清君、８番宇都宮

明宏君、９番松島義幸君、１０番元親孝志君、１

１番嶋川武文君、１２番沖野健三君、１３番森川

一義君、１４番藤井朝廣君、１５番浅野忠昭君、

１６番岡山清秋君、１７番酒井宇之吉君、１８番

兵頭勇君、１９番山本昭義君、２０番梅川光俊

君、２１番菊地ミスギ君、２２番大竹忠盛君、２

３番二宮元君、２４番坂本隆重君。 

 以上です。 

○議長 ただいま事務局長が朗読いたしましたと

おり議席を指定いたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、会議録署名議員の

指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、１番兵頭竜君、２番

二宮一朗君の両名を指名いたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、会期の決定を議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日１日間といたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は本日１日間と決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。直ちに議員協議会室に

ご参集を願いたいと思います。（休憩 午前１０

時５７分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

１９分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、選挙第２号「副議

長の選挙」を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○議長 ただいまの出席議員は２４名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人

に兵頭勇君、藤井朝廣君、山本昭義君の３名を指

名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

  （投票用紙配付） 

○議長 念のために申し上げます。投票は単記無

記名であります。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 配付漏れはなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

  （投票箱点検） 

○議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますの

で、順番に投票願います。 

  （点呼・投票） 

○議長 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 兵頭勇君、藤井朝廣君、山本昭義君、開票の立

ち会いをお願いいたします。 

  （開  票） 

○議長 選挙結果を報告いたします。 

 投票総数 ２４票 

 これは先ほどの出席議員の数と一致いたしてお

ります。 

 有効投票 ２２票 

 無効投票  ２票 

 有効投票中 

  坂本隆重君 １７票 

  森川一義君  ５票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５．５票です。したが

って、坂本隆重君が副議長に当選されました。 

 議場の開鎖を命じます。 

  （議場開鎖） 

○議長 ただいま副議長に当選されました坂本隆

重君が議場におられます。会議規則第３３条第２

項の規定によって当選の告知をいたします。 

 坂本隆重君。あいさつお願いをいたします。 

○２４番坂本隆重君 今ほどは、皆様の絶大なる

ご支援をいただきまして、副議長の大役を務める

ことになりました。 

 今現在、西予市民が抱えている問題、いろいろ

あります。特に上げるならば、この地域がいかに
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活性化されるかということだと思います。その一

つとして具体的に上げますと、医療制度の問題が

非常に大きな問題点として降りかかってきており

ます。そういった面において、市といろいろと協

力しながら、議会のほうも積極的に乗り出してい

って、医師不足とか、それから２次救急の問題、

高齢化の問題、それから福祉の問題、いろいろた

くさんあります。中でも、今言いましたように、

医療制度はこれは非常に急を要してる問題ですの

で、速急に具体的な解決策を求めていくと。 

 それから、今エネルギーの開発が原油高によっ

て非常に急ピッチに迫ってきてるんじゃないか。

特に、この地域においては、自然エネルギーを主

体とした開発を速急に進めるべきではないかとい

うふうに考えております。それと、バイオマスエ

ネルギー、そういった面に、これは穀物、そうい

った間伐材とか、いろいろなものを有効活用しな

がら、エネルギーの開発に努めていくということ

が大事じゃないかと。 

 それから、第１次産業は今非常に疲弊しており

ます。これを産業創出課、それから農業支援セン

ターが今中心になって企業誘致とかいろいろやら

れておりますが、これも起業家を育てる面におい

て、豊富な資源を利用した創業者の育成、これが

今西予市に与えられた使命じゃないかと思ってお

ります。 

 総称いたしまして、そういったあらゆる面は、

すべて地方自治体の今後は経営能力に頼るとこが

非常に強いんじゃないか。議員各位におきまして

も、これからは必ず経営能力を発揮するような行

政をやっていくというのが一番重要ではないかな

というように考えております。微力でございます

が、あらゆる面で行政と協力しながら、市民の、

住民の代表として頑張っていきたいと思いますの

で、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時３５分） 

○議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開 午後１時２５分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第５、「常任委員の選

任」を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、総務常任委員会委員に２番

二宮一朗君、３番兵頭学君、８番宇都宮明宏君、

１１番嶋川武文君、１４番藤井朝廣君、１９番山

本昭義君、２０番梅川光俊君、２２番大竹忠盛

君、厚生常任委員会委員に１番兵頭竜君、５番井

上勲君、７番松山清君、１６番岡山清秋君、１７

番酒井宇之吉君、１８番兵頭勇君、２３番二宮元

君、２４番坂本隆重君、産業建設常任委員会委員

に４番明智祥勝君、６番小野正昭君、９番松島義

幸君、１０番元親孝志君、１２番沖野健三君、１

３番森川一義君、１５番浅野忠昭君、２１番菊地

ミスギ君をそれぞれ指名いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名をいたしました以上の諸君をそれぞれの常

任委員に選任することに決定いたしました。 

 ただいま選任されました各常任委員の諸君は、

委員会開催の上、委員長、副委員長を互選し、議

長に報告を願います。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後１時２８

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時４

７分） 

 ただいま各常任委員会から委員長、副委員長の

互選の結果の報告がありましたので、ご紹介をい

たします。 

 総務常任委員会委員長に宇都宮明宏君、総務常

任委員会副委員長に二宮一朗君、厚生常任委員会

委員長に酒井宇之吉君、厚生常任委員会副委員長

に兵頭竜君、産業建設常任委員会委員長に元親孝

志君、産業建設常任委員会副委員長に明智祥勝

君、以上のとおり互選されましたので報告いたし

ます。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第６、「議会運営委員の

選任」を行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員の選任方法については、委員会条

例第８条第１項の規定により議長において指名い

たします。議会運営委員会委員に８番宇都宮明宏

君、９番松島義幸君、１０番元親孝志君、失礼を

いたしました。席順で６番が抜けておりました。

６番の小野正昭君、１１番嶋川武文君、１４番藤

井朝廣君、１７番酒井宇之吉君、２３番二宮元

君、以上の８名を指名いたします。これにご異議



 

－7－ 

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました８名の諸君を議会運営委員に

選任することに決定いたしました。 

 ただいま選任されました議会運営委員の諸君

は、委員会開催の上、委員長、副委員長を互選

し、議長に報告願います。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後１時５０

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時５

６分） 

 ただいま議会運営委員会より委員長、副委員長

の互選の結果の報告がありましたので、ご紹介を

いたします。 

 議会運営委員会委員長に二宮元君、議会運営委

員会副委員長に藤井朝廣君、以上のとおり互選さ

れましたので、報告をいたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第７、選挙第３号「八幡

浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員選挙」を

行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選により行いたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の

方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 指名の方法については、議長において指名する

ことにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長に

おいて指名することに決定をいたしました。 

 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に

総務委員長宇都宮明宏君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名をいたしました宇都

宮明宏君を当選人と決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました宇都宮明宏君が八幡浜・大洲

地区広域市町村圏組合議会議員に当選されまし

た。 

 ただいま当選されました方が議場におられます

ので、会議規則第３２条第２項の規定により当選

の告知をいたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第８、選挙第４号「南予

水道企業団議会議員選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選により行いたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の

方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 指名の方法については、議長において指名する

ことにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長に

おいて指名することに決定をいたしました。 

 南予水道企業団議会議員に私、梅川光俊を指名

をいたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名をいたしました私を

当選人と決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました私が南予水道企業団議会議員

に当選いたしました。会議規則第３２条第２項の

規定により当選の告知をいたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第９、選挙第５号「愛媛

県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙」を行い

ます。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定に基づ

き、三好市長の退場を求めます。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選により行いたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の

方法については指名推選によることに決定いたし

ました。 

 指名の方法については、議長において指名する
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ことにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長に

おいて指名することに決定いたしました。 

 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に三好

幹二市長を指名をいたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名をいたしました三好

幹二市長を当選人と決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました三好幹二市長が愛媛県後期高

齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

 三好市長の入場を許可します。 

 ただいま当選されました方が議場におられます

ので、会議規則第３２条第２項の規定により当選

の告知をいたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１０、選挙第６号「西

予市選挙管理委員会委員及び補充員選挙」を行い

ます。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選により行いたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の

方法については指名推選により行うことに決定い

たしました。 

 指名の方法については、議長において指名する

ことにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長に

おいて指名することに決定いたしました。 

 西予市選挙管理委員会委員には山本武紀君、吉

良孝一君、前橋英之君、片山ギン子君、補充員に

は第１順位西田光和君、第２順位芝則重君、第３

順位清水享司君、第４順位高岡和廣君、以上の諸

君を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました諸君を

選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、西予市

選挙管理委員会委員にはただいま指名いたしまし

た山本武紀君、吉良孝一君、前橋英之君、片山ギ

ン子君、補充員には第１順位西田光和君、第２順

位芝則重君、第３順位清水享司君、第４順位高岡

和廣君が当選されました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時０４

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時０

５分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１１、承認第１号「専

決処分第１号の承認を求めることについて（平成

１９年度西予市一般会計補正予算（第８号））」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野財政課長。 

○河野財政課長 「専決処分第１号の承認を求め

ることについて」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 この承認第１号は、平成１９年度西予市一般会

計補正予算（第８号）について専決処分の承認を

求めるものであります。 

 その概要といたしましては、ＣＡＴＶ整備事業

において、平成１９年度の補助対象事業費が確定

しましたので、それに伴う補正予算について専決

処分したものであります。 

 詳細につきましては、歳出では、総務費で情報

推進事業費におきまして、平成１９年度事業対象

区域の縮小と入札減による設計委託料７，１４０

万６，０００円の減額と、これに関連する事務費

１７０万８，０００円の減額で、合計７，３１１

万４，０００円の減額であります。 

 歳入では、県支出金で情報基盤整備事業費県補

助金１，６３１万４，０００円の減額、市債で情

報基盤整備事業債５，６８０万円の減額でありま

す。 

 これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ７，３１１万４，０００

円減額し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ２４１

億８，６１４万７，０００円となりました。よろ

しくご審議の上、ご承認くださいますようお願い

を申し上げます。 
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○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 ７番松山清君。 

○７番松山清君 ただいまの説明はちょっと簡潔

であったので、内容のとこまでよくわからないん

ですけども、この情報推進事業費が１億１，００

０万円が７，０００万円も減額となる、大変大幅

な減額で、大きな事業の変更があったものという

ふうに推察しますが、ただいまの説明では入札減

というようなことありましたけども、もう少しち

ょっと具体的に説明をお願いいたします。 

○議長 河野財政課長。 

○河野財政課長 今の松山議員のご質問にお答え

いたしたいと思います。 

 当初、この委託料につきましては、西予市全域

を対象として計画をしておりましたが、農水省の

交付金決定通知がおくれたこと等によりまして、

範囲を野村町と宇和町、野村町の大野ケ原と惣川

を除いた地域、それから宇和町全域を対象として

入札をすることにいたしましたが、入札をかけた

ところ低入札となりましたので、それが８９２万

５，０００円、５，０００万円の設計費に対しま

して８９２万５，０００円と、消費税は含んでお

るんですが、そういうようなので入札になりまし

たので、その辺のところで金額が大幅に減額にな

ったというようなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 承認第１号については、会議規則第３７条第３

項の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りします。 

 承認第１号「専決処分第１号の承認を求めるこ

とについて（平成１９年度西予市一般会計補正予

算（第８号））」は原案のとおり承認することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、承認第１号は原

案のとおり承認いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１２、承認第２号「専

決処分第２号の承認を求めることについて（西予

市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正す

る条例制定について）」から承認第４号「専決処

分第４号の承認を求めることについて（西予市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて）」までの３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好第２副市長。 

○三好副市長 承認第２号「専決処分第２号の承

認を求めることについて」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 この承認第２号は、西予市病院事業使用料及び

手数料条例の一部を改正する条例制定について、

専決処分の承認を求めるものであります。 

 今回の改正は、平成２０年３月５日付厚生労働

省告示により、健康保険法及び老人保健法の規定

に基づく診療報酬の算定方法が廃止されるととも

に、新たに健康保険法及び高齢者の医療の確保に

関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法が

定められ、４月１日から適用されることに伴い、

西予市立病院の利用に係る料金の額を新算定方法

による額とするほか、所要の整備を行ったもので

あります。よろしくご審議の上、ご承認ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長 清水総務企画部長。 

○清水総務企画部長 それでは、西予市税条例の

一部改正について、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 この承認第３号は、西予市税条例の一部を改正

する条例制定について専決処分の承認を求めるも

のであります。 

 今回の改正は、平成２０年度の地方税法等の一

部を改正する法律が、平成２０年４月３０日に公

布され、同日から施行されたことに伴うものであ

ります。 

 主な改正内容につきましては、個人住民税にお

ける寄附金控除等が見直され、ふるさと納税の観

点から、ふるさとに対し貢献または応援したいと

いう納税者の思いを実現する仕組みが導入されま
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した。納税者が西予市などに寄附をした場合、寄

附金額のうち５，０００円を超える額について個

人住民税額のおおむね１割を上限といたしまし

て、今住んでる場所で納める所得税や個人住民税

から控除されるものであります。 

 証券税制の改正では、上場株式等の譲渡所得及

び配当所得に係る軽減税率が、特例措置を講じた

上、廃止されることになりました。 

 また、公的年金受給者の納税の便宜や、市町村

における徴収の効率化を図る観点から、個人住民

税に特別徴収制度が導入され、平成２１年１０月

支給分から実施することとなりました。よろしく

ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

○炭倉生活福祉部長 承認第４号「専決処分第４

号の承認を求めることについて」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 この承認第４号は、西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定について、専決処分の

承認を求めるものであります。 

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法

律が、平成２０年４月３０日に公布され、同日か

ら施行されたことに伴うものであります。 

 主な改正内容につきましては、後期高齢者支援

等に対する課税の開始、またこれに伴う限度額及

び税率の変更等でございます。なお、今回の法改

正に伴い、後期高齢者支援等に対し新たに課税が

開始されることになりますが、本市においては、

基本的に個人の納税額としては前年度までと同額

程度に据え置いた形といたしております。よろし

くご審議の上、ご承認いただきますようお願いい

たします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 承認第２号から承認第４号については、会議規

則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより一括採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 承認第２号「専決処分第２号の承認を求めるこ

とについて（西予市病院事業使用料及び手数料条

例の一部を改正する条例制定について）」から承

認第４号「専決処分第４号の承認を求めることに

ついて（西予市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定について）」の３件は原案のとおり

承認することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、承認第

２号から承認第４号までの３件は原案のとおり承

認することに決定をいたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１３、議案第７３号

「西予市公平委員会委員の選任について」を議題

といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７３号「西予市公平委員会委

員の選任について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 西予市公平委員会委員の清水基春氏が、その任

期が前任者の残任期間であるため、地方公務員法

附則第５項の規定により本年５月３１日をもって

任期満了となります。その後任について慎重に検

討してまいりました結果、大塚晶司氏を選任いた

したいと存じます。 

 大塚氏は、略歴にもありますように、写真館を

経営される傍ら、本市の社会教育委員、商工会野

村支部の副支部長を務められており、地域の信望

も厚く、本委員会で取り扱う事件等について深い

見識を持たれ、人格高潔で高い見識と経験を有さ

れる方であり、本市の公平委員会委員に適任であ

ると存じますので、地方公務員法第９条の２第２

項の規定によりその選任につきまして議会の同意

を求めるものであります。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 
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 お諮りいたします。 

 議案第７３号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７３号「西予市公平委員会委員の選任に

ついて」は原案のとおり同意することに賛成の議

員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員です。よって、議案第７３号は原案の

とおり同意することに決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１４、議案第７４号

「西予市監査委員の選任について」を議題といた

します。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７４号「西予市監査委員の選

任について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市の見識を有する者から選任した池畠監査委

員が、本年５月３１日をもって任期満了となりま

す。その後任について慎重に検討してまいりまし

た結果、正司哲浩氏を選任したいと存じます。 

 庄司氏は、長年にわたり税務署、国税局に勤務

されており、その間、大洲税務署長、高松国税不

服審判所部長審判官などを歴任され、平成１５年

７月に徳島税務署長を最後に退任されてからは、

宇和町内に税理士事務所を開業され、現在は四国

税理士会八幡浜支部副支部長をお務めになってお

ります。また、本市の各種審議会及び検討委員会

等においても委員として就任いただいており、当

市の実情にもよく精通されておられます。このよ

うに、庄司氏は、人格高潔で監査委員として豊か

な知識と経験を有する適任者であると考えますの

で、地方自治法第１９６条第１項の規定により議

会の同意を求めるものあります。よろしくご審議

の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７４号については、会議規則第３７条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７４号「西予市監査委員の選任につい

て」は、これに同意することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員です。よって、議案第７４号について

は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第１５、議案第７５号

「西予市監査委員の選任について」を議題といた

します。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定に基づ

き、松山清君の退場を求めます。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７５号「西予市監査委員の選

任について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市における２名の監査委員のうち議会議員の

中から選任いたします監査委員につきまして慎重

に検討してまいりました結果、松山清議員を選任

したいと存じます。 

 松山議員は、平成１０年に宇和町議会議員初当

選以来、現在宇和町議２期、西予市議２期の１１

年目を迎えられております。その間、西予市議会

では３代目の副議長も務められ、本市の行財政に

精通されており、人格高潔で、監査委員として豊

富な知識と経験を有する適任者であると考えます

ので、地方自治法第１９６条第１項の規定により

議会の同意を求めるものであります。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上
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げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号については、会議規則第３７条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号「西予市監査委員の選任につい

て」は、これに同意することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員です。よって、議案第７５号について

は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

 松山清君の入場を許可します。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時２９

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時３

３分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第７６号

「西予市副市長の選任について」から議案第７８

号「西予市教育委員会委員の任命について」まで

の３件を本日の日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、これら

を本日の日程に追加し、議題とすることに決定い

たしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第７６号「西

予市副市長の選任について」を議題といたしま

す。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定に基づ

き、別宮靜君の退場を求めます。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７６号「西予市副市長の選任

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市の２名の副市長のうち別宮第１副市長が、

本年６月９日をもって１期４年の任期満了となり

ます。その後任について慎重に検討してまいりま

した結果、別宮靜氏を再度選任いたしたいと存じ

ます。 

 別宮氏は、ご案内のとおり、本市発足後、私が

市長に就任し、初代の助役及び副市長として市政

全般にわたり私の補佐役あるいは陣頭に立って各

種事務施策においてその卓越した行政手腕を発揮

いただいているところであります。本市におきま

しては、今後、ＣＡＴＶ事業の推進、庁舎建設、

公的医療機関を中心とする診療体制の整備強化な

ど、重要かつ慎重な判断を要する課題が山積して

おります。こうした現状において、別宮氏は多方

面にわたる地方行財政に精通され、温厚かつ人格

高潔な方であり、今後の厳しい行財政運営に的確

な判断と適切な処理をいただける適任者であると

存じますので、その選任につきましては、地方自

治法第１６２条の規定により議会の同意を求める

ものあります。 

 なお、本市においては、合併後の地域事情及び

山積する課題への対応のため副市長２名体制をし

いているところでありますが、このたび三好第２

副市長から６月９日をもって退任したい旨、地方

自治法第１６５条第２項の規定に基づく申し出が

あり、熟慮を重ねました結果、これを受理するこ

とといたしました。これは合併後５年目を迎え、

地域の一体感の醸成も進みつつあり、厳しい財政

事情のもと行財政改革の流れの中で組織のスリム

化、合理化を図る必要もあることから、苦渋の判

断をしたものであります。したがいまして、三好

副市長の後任については選任せず、副市長１名体

制といたします。 

 三好副市長におかれましては、合併以来、市の

礎を築く激動の４年間、収入役及び副市長として

私を支えていただきましたこと、この場をかりま

して厚くお礼を申し上げます。まことにありがと

うございました。退任後におかれましては、お体

にご自愛されるとともに、市民の目線から市政へ

のご意見、ご提言をいただき、今後ともご指導、

ご協力を賜りたいと存じます。 
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 以上によりまして、本市は６月１０日から副市

長１名体制として、これに伴います組織の強化に

ついては別途進めることといたしておりますが、

市政運営の中核を担う副市長の選任につきまし

て、よろしくご審議を賜り、ご決定をくださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りをいたします。 

 議案第７６号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第７６号「西予市副市長の選任について」

は、これに同意することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員です。よって、議案第７６号は原案の

とおり同意することに決定をいたしました。 

 別宮靜君の入場を許可します。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時４０

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時４

２分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第７７号「西

予市教育委員会委員の任命について」及び追加日

程第３、議案第７８号「西予市教育委員会委員の

任命について」を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７７号及び議案第７８号「西

予市教育委員会委員の任命について」一括して提

案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市教育委員会教育長の二宮宇明氏及び教育

委員長の荻野久利氏が、本年６月９日をもって任

期満了となります。その後任について慎重に検討

してまいりました結果、森英二氏と清家裕美子氏

を任命いたしたいと存じます。 

 森氏は、ご存じのとおり、本年３月末に当市の

会計管理者を最後に退職されましたが、経歴にも

ありますように、在職中は、旧宇和町において議

会事務局長、総務課長、西予市発足後は総務企画

部長などの要職を歴任されており、市政全般の行

財政事情によく精通された方であります。その一

方で、みずからもランナーとして各種駅伝、マラ

ソン大会などの社会体育活動に積極的に参加され

ており、当市が進めるスポーツ立市構想の牽引者

として適任であると存じます。 

 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の改正により、教育委員の中で保護者を含める

ことが定められたことに伴い、保護者の中から選

任する教育委員として清家氏を任命するものであ

ります。 

 清家氏は、３人のお子様をお持ちで、子育てに

奔走される一方、自宅で英語塾を開設、運営され

ており、英語教育にも造詣が深く、子供たちの国

際感覚の向上に寄与されている方であります。ま

た、家庭と塾運営で多忙の中、小中高校と通じ

て、学年ＰＴＡ会長としてご活躍されており、学

校教育の現場もよくご存じであります。 

 以上のように、森氏、清家氏ともに、人格高潔

で地域の信頼も厚く、教育文化に高い識見と経験

を有される方であり、本市の教育委員に適任であ

ると存じますので、その任命につきまして議会の

同意を求めるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りをいたします。 

 議案第７７号及び第７８号については、会議規

則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 
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 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第７７号「西予市教育委員会委員の任命に

ついて」は、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議案第７７号は

原案のとおり同意することに決定をいたしまし

た。 

 お諮りいたします。 

 議案第７８号「西予市教育委員会委員の任命に

ついて」は、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 全員起立であります。よって、議案第７８号は

原案のとおり同意することに決定をいたしまし

た。 

 暫時休憩をいたします。ここで新たに任命に同

意いたしました３名の方のごあいさつがありま

す。（休憩 午後２時４５分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時５

３分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第７９号

「西予市固定資産評価員の選任について」及び

「議会運営委員会における閉会中の継続審査につ

いて」の２件を本日の日程に追加し、議題といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、２件を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第７９号「西

予市固定資産評価員の選任について」を議題とい

たします。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定に基づ

き、別宮靜君の退場を求めます。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７９号「西予市固定資産評価

員の選任について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 西予市固定資産評価員である別宮靜氏の副市長

の任期満了に伴います後任の評価員の選任につき

ましては、別宮靜氏を再任いたしたいと存じま

す。 

 別宮氏は、先ほどの副市長選任の折にもご説明

いたしましたとおり、行政事務の経験が豊富で、

住民の信頼も厚く、人格円満で高潔な方であり、

固定資産評価員として適任であると存じますの

で、その選任について地方税法第４０４条第２項

の規定により議会の同意を求めるものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７９号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第７９号「西予市固定資産評価員の選任に

ついて」は、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議案第７９号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 別宮靜君の入場を許可いたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、「議会運営委員会

における閉会中の継続審査について」を議題とい

たします。 

 議会運営委員長から、地方自治法１０９条第６

項の規定により審査終了まで閉会中でも委員会の

所管する事務全般について継続審査としたい旨の
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申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。委員長の申し出

のとおり、申し出の事件を閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて閉会をいたします。 

 ご苦労さまでございました。 

  閉会 午後２時５８分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会臨時議長 

 

  西 予 市 議 会 議 長 

 

   同     議員 

 

   同     議員 
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平成２０年第２回西予市議会臨時会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

選挙第  １号 議長の選挙 20.５.26 投  票 

選挙第  ２号 副議長の選挙 20.５.26 投  票 

 常任委員の選任 20.５.26 議長指名 

 議会運営委員の選任 20.５.26 議長指名 

選挙第  ３号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員選挙 20.５.26 指名推選 

選挙第  ４号 南予水道企業団議会議員選挙 20.５.26 指名推選 

選挙第  ５号 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 20.５.26 指名推選 

選挙第  ６号 西予市選挙管理委員会委員及び補充員選挙 20.５.26 指名推選 

承認第  １号 

専決処分第１号の承認を求めることについて 

（平成１９年度西予市一般会計補正予算（第８

号）） 

20.５.26 原案承認 

承認第  ２号 

専決処分第２号の承認を求めることについて 

（西予市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改

正する条例制定について） 

20.５.26 原案承認 

承認第  ３号 

専決処分第３号の承認を求めることについて 

（西予市税条例の一部を改正する条例制定につい

て） 

20.５.26 原案承認 

承認第  ４号 

専決処分第４号の承認を求めることについて 

（西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

制定について） 

20.５.26 原案承認 

議案第 ７３号 西予市公平委員会委員の選任について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７４号 西予市監査委員の選任について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７５号 西予市監査委員の選任について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７６号 西予市副市長の選任について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７７号 西予市教育委員会委員の任命について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７８号 西予市教育委員会委員の任命について 20.５.26 原案同意 

議案第 ７９号 西予市固定資産評価員の選任について 20.５.26 原案同意 

 議会運営委員会における閉会中の継続審査について 20.５.26 承  認 

【西予市議会議長】 梅 川 光 俊 

【西予市議会副議長】 坂 本 隆 重 

【常任委員会】 ◎委員長 ○副委員長 

 《総務常任委員会》 

  ◎宇都宮 明宏 ○二宮 一朗  兵頭  学  嶋川 武文  藤井 朝廣  山本 昭義

   梅川 光俊  大竹 忠盛 
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 《厚生常任委員会》 

  ◎酒井 宇之吉 ○兵頭  竜  井上  勲  松山  清  岡山 清秋  兵頭  勇

   二宮  元  坂本 隆重 

 《産業建設常任委員会》 

  ◎元親 孝志 ○明智 祥勝  小野 正昭  松島 義幸  沖野 健三  森川 一義 

   浅野 忠昭  菊地 ミスギ 

【西予市議会運営委員】 ◎委員長 ○副委員長 

  ◎二宮  元 ○藤井 朝廣  小野 正昭  松島 義幸  嶋川 武文  宇都宮 明宏

   酒井 宇之吉  元親 孝志  梅川 光俊  坂本 隆重 

【八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員】 宇都宮 明 宏 

【南予水道企業団議会議員】 梅 川 光 俊 

【愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員】 三 好 幹 二 

【西予市監査委員】 松 山   清 

 


